
重要事項説明書 

 

（指定訪問介護） 

 

当事業所はご利用者に対して訪問介護サービスを提供します。事業所の概要及び提供される

サービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説明します。 

当サ－ビスの利用は、原則として「要介護」と認定された方が対象となります。 

 

１ 事業者 

法人名       有限会社 介護支援サービスしろもと 

法人所在地     上浮穴郡久万高原町上野尻甲６９７－４ 

電話番号      ０８９２－５０－０２２２ 

代表者氏名     代表取締役  城本 惠美子 

設立年月      平成１２年１月２４日 

 

２ 事業所の概要 

事業所の名称    ヘルパーセンターしろもと 

指定番号      ３８７３４００４９７ 

指定年月日    平成２４年 ９月 １日 

事業所の所在地   上浮穴郡久万高原町上野尻甲６２３－２ 

電話番号      ０８９２－５０－０２２２ 

管理者の氏名    石丸 明美 

 

３ 事業の目的と運営方針 

（事業の目的） 

(有)介護支援サービスしろもとが開設するヘルパーセンターしろもとが行う指定訪

問介護事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、

事業所の介護福祉士または訪問介護員が要介護状態にある高齢者に対し適正な訪問介

護を提供することを目的とする。 

 

（事業所の運営方針） 

① 事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応

じて自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の

生活全般にわたる援助を行います。 

② 事業の実施に当っては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連

携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 



４ 事業実施地域及び営業時間 

  （１）通常の事業の実施地域   久万高原町 

  （２）営業日及び営業時間 

営業日   年中無休 

    （但し、天災その他やむを得ず業務を遂行できない場合を除く） 

       営業時間  午前８時３０分から午後５時３０分まで 

           （要望があった場合、上記以外も対応します） 

 

５ 職員の体制 

 資格 常勤 非常勤 計 

管理者 介護福祉士 １名 名 １名 

サ－ビス提供責任者 

管理者兼務 
介護福祉士 １名 名 １名 

サ－ビス従事者 

介護福祉士 ２名 ４名 ６名 

ヘルパー２級  ３名 ３名 

 

６ 当事業所が提供するサ－ビスと利用料金 

当事業所では、ご契約のご家庭に訪問しサ－ビスを提供します。 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサ－ビス 

サービスの概要 

① 身体介護・・・ご本人の入浴、排泄、食事等利用者さんの身体に係わる介護を行い 

ます。 

② 生活援助・・・ご本人の調理、洗濯、掃除、買い物等日常生活上の支援を行います。 

上記のサ－ビスは、自立支援の観点から利用者が出来る限り自ら家事等行うことが

出来るように支援することを目的としています。そのため、例えばご利用者が行う

調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行うなど、ご利用者がその有する能力を最

大限活用する事が出来るような方法によって行います。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサ－ビス 

介護保険給付の支給限度額を超えてサ－ビスを利用される場合は、サ－ビス利用料

金の全額がご利用者の負担となります。 

 



 

利用料金及び利用者負担 

・ 利用料金の額は、厚生労働大臣の定める基準によるものとし、当該訪問介護が法定

代理受領サービスに該当する場合はその決められた額とする。 

サービスにかかる利用料金及び利用者負担金は、別紙「サービス利用料金表」のと

おりです。 

但し、利用者が未だ介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額 

いったんお支払い頂き、介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険か

ら払い戻されます(償還払い)。 

・ 利用料金は、１ヶ月ごとに計算しご請求しますので、翌月末日までにお支払い下さ

い。 

 

利用の中止、変更、追加 

・ 利用予定日の前に、ご利用者の都合により、訪問介護サ－ビスの利用を中止、変更又

は新たなサ－ビスの利用を追加することができます。この場合にはサ－ビス実施日の

前日までに事業者に申し出て下さい。 

・ サ－ビス利用の変更、追加の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況によりご利用者

の希望する期間にサ－ビスの提供が出来ない場合、他の利用可能日時を利用者に提示

して協議します。 

 

７ サ－ビスの利用に関する留意事項 

（１） サ－ビス提供を行う訪問介護員 

サ－ビス提供を行う訪問介護員を決定します。但し、実際のサ－ビス提供にあたっては、

複数の訪問介護員が交代してサ－ビスを提供します。一人の訪問介護員だけを固定して

勤務させることは出来ません。 

（２） 訪問介護員の交代 

① ご利用者からの交代の申し出 

訪問介護員の交代を希望される場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる

事情その他交代を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交代を申

し出ることができます。 

② 事業所からの訪問介護員の交代 

事業者の都合により訪問介護員を交代することがあります。交代する場合は利用者及び

その家族に対してサ－ビス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。 

 

（３）サ－ビス実施時の留意事項 

定められた業務以外の禁止 

利用者は「事業所が提供するサ－ビス」で定められたサ－ビス以外の業務を事業者に依

頼することは出来ません 

① 訪問介護サ－ビスの実施に関する指示・命令 

訪問介護サ－ビスの実施に関する指示、命令はすべて事業者が行います。但し、事業者



は訪問介護サ－ビスの実施に当たって利用者の事情・意向等に十分に配慮します。 

② 備品等の使用 

訪問介護サ－ビスの実施の為に必要な物品等（水道・ガス電気を含む）は無償で使用さ

せていただきます。事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただくことがありま

す。 

（４）サ－ビス内容の変更 

サ－ビスの利用当日に、ご利用者の体調等の理由で予定されていたサ－ビスの実施が出

来ない場合には、サ－ビス内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更したサ－

ビスの内容と時間に応じた利用料金を請求します。 

（５）サ－ビス提供における事業者の義務 

当事業者は、ご利用者に対してサ－ビスを提供するに当たって、次のことを守ります。 

① ご利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 

② ご利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、主治医と連携の上、ご利用者

又はその御家族等から聴取・確認します。 

③ サ－ビスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医に確認する等、医師・医

療機関への連絡体制の確保に努めます。 

④ 利用者に提供したサ－ビスについて記録を作成し、完結の日から５年間保管すると

共に、利用者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

（６）虐待防止及び身体拘束の禁止 

 当事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生またはその

再発防止をするための措置を講じます。 

① 虐待を防止するための訪問介護員に対する研修の実施 

② 虐待防止に関する担当者の設置 

③  その他虐待防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等) 

（７）守秘義務 

① 事業者及びサ－ビス従事者は、サ－ビスを提供するに当たって知り得たご利用者又

はその御家族等に関する事項を正当な理由な、第三者に漏洩しません。この守秘義

務は、本契約が終了した後も継続します。 

② 但し、ご利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関にご利用者の心

身等の情報を提供します。 

③ サ－ビス担当者会議など、ご利用者に係る他の居宅介護支援事業者等との連携を図

るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書に

より得た上で、ご契約者又その御家族等の個人情報を用いることができるものとし

ます。 

（８）衛生管理 

① 感染症の予防及びまん延の防止のための研修(年２回)  

② 訪問介護員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。 

③ 食器その他備品等について、衛生的な管理に努めます。 

（９）業務継続計画の策定 

① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実 

施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を 



策定し当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

② 訪問介護員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓 

練を定期的に実施します。 

③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

（１０）訪問介護員の禁止行為 

① 医療行為 

② ご利用者若しくはそのご家族からの金銭又は物品の授受 

③ ご利用者のご家族等に対する訪問介護サ－ビスの提供 

④ ご利用者若しくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑤ その他ご利用者若しくはご家族等に行う迷惑行為 

（１１）サ－ビス提供責任者 

サ－ビス提供責任者は利用者からのサ－ビス利用申込みに関する調整や訪問介護計画

の作成の業務を担当します。利用に当たって疑問点やご心配な点がある時やサ－ビス内

容を変更したいときには、サ－ビス担当責任者へお気軽におたずね下さい（担当の訪問

介護員に直接お話下さってもかまいません。） 

（１２）損害賠償について 

事業者の責任によりご利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠

償いたします。但し、その損害の発生について、ご利用者に故意又は過失が認められる

場合には、損害賠償の額を減じることができます。 

（１３）契約の終了 

次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は終了します。 

① ご利用者が死亡したとき 

② 要介護認定によりご利用者の心身の状況が自立と判定された場合 

③ やむを得ない事由により事業所を閉鎖、もしくはサ－ビスの提供が不可能になった

場合 

④ ご利用者から契約解除の申し出があった場合 

⑤ 事業者から契約解除を申し出た場合（以下をご参照下さい） 

・ ご利用者が契約締結時に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこ

れを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生

じさせた場合 

・ ご利用者が故意又は重大な過失により事業者又はサ－ビス従事者の生命・身体・財産・

信用等を傷つけ、又は著しく不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがた

い重大な事情を生じさせた場合 

・ 利用料金の支払いが２ヶ月以上遅延し、催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

 

８ 緊急時の対応 

   利用者の病状の急変など緊急の場合は速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講 

じるとともに、利用者があらかじめ指定する連絡先にも連絡します。 



９ 事故発生時の対応について 

事業者は、サ－ビス提供時に置いて、事故が発生した場合は、市町村、ご利用者の御家

族、ご利用者に関わる居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに必要な措置を講じま

す。 

事業者は、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録します。 

 

１０ 苦情の受付について 

① 苦情相談窓口 

  当事業所における苦情やご相談は、以下の窓口で受け付けます。 

    ○ 受付電話番号    ０８９２－５０－０２２２ 

    ○ 受付時間      午前８時３０分から午後５時３０分 

       （上記以外の時間  受付電話番号 ０７０－３７９４－９９０８）  

 

② 行政機関、その他苦情受付時間 

・久万高原町役場    所在地   上浮穴郡久万高原町久万２１２ 

・保健福祉課      電話    ０８９２－２１―１１１１ 

・長寿介護班      ＦＡＸ   ０８９２－２１－２８６０ 

・介護保険係      受付時間  午前８時３０分～午後５時１５分 

 

・国民健康保険団体連合会 所在地   松山市高岡町１０１－１ 

介護・事業課     電話    ０８９－９６８－８７００ 

ＦＡＸ   ０８９－９６８－８７１７ 

               受付時間  午前８時３０分～午後５時１５分 

 

愛媛県社会福祉協議会    

・愛媛県運営適正化委員会 所在地   松山市持田３丁目８－１５ 

    苦情解決部会      電話    ０８９－９９８－３４７７ 

（救ピット委員会）    ＦＡＸ   ０８９－９２１－８９３８ 

                受付時間  午前９時～午後１２時００分 

午後３時～午後４時３０分 

 


